
「金融庁の１年（2024 事務年度版）」第３部第７章第９節 （資料１）

2001事務年度
（2002年4月1日

～6月30日）
2002事務年度 2003事務年度 2004事務年度 2005事務年度 2006事務年度 2007事務年度 2008事務年度 2009事務年度 2010事務年度 2011事務年度 2012事務年度 2013事務年度 2014事務年度 2015事務年度 2016事務年度 2017事務年度 2018事務年度 2019事務年度 2020事務年度 2021事務年度 2022事務年度 2023事務年度 2024事務年度 合　計
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うち業務停止以上 9 20 29 30 91 40 33 26 40 30 23 22 20 8 17 582 24 24 18 7 9 16 19 10 1,147

労働金庫
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前払式支払手段発行者

生命保険募集人

信託会社

貸金業者

第二種金融商品取引業者

登録金融機関

生命保険会社

高速取引行為者

特定目的会社

投資運用業者

投資助言・代理業者

証券金融会社

第一種金融商品取引業者

（注15）少額短期保険業者等の件数は、2006年４月より少額短期保険業制度が導入されたため、2006年４月からの計上となっている。

（注３）合計欄のうち業務停止以上とは、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃止命令のいずれかをいう。

（注４）主要行等及び地域銀行等の件数はそれぞれ銀行持株会社に対する行政処分の件数を含む。

適格機関投資家等特例業務届出者

（注14）生命保険会社の件数は、保険持株会社に対する行政処分の件数を含む。

信用格付業者

特定保険業者

少額短期保険業者等

損害保険会社

合　　計

（注13）高速取引行為者の処分件数は、2018年４月より登録制度が導入されたため、2018年４月からの計上となっている。

損害保険代理店

（注11）投資運用業者のうち2007年９月以前の件数は、投資信託委託業者及び投資一任業務を営む認可投資顧問業者の処分件数の合計。

（注９）第二種金融商品取引業者のうち2007年９月以前の件数は、商品投資販売業者の処分件数。

（注10）投資助言・代理業者のうち2007年９月以前の件数は、投資一任業務を営む者以外の投資顧問業者の処分件数。

（注１）ここでいう行政処分とは、金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分等（勧告、業務改善命令、是正命令、戒告、計画変更命令、業務改善指示、業務停止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し、業務廃止命令、役員解任命令等)をいう。

行政処分の件数（2002年４月～2024事務年度）

（注５）前払式支払手段発行者のうち2010年４月以前の件数は、前払式証票発行者の処分件数。

（注６）資金移動業者の処分件数は、2010年４月より資金決済法が施行されたため、2010年４月からの計上となっている。

（注７）暗号資産交換業者の処分件数は、2017年４月より改正資金決済法が施行されたため、2017年４月からの計上となっている。

（注８）第一種金融商品取引業者のうち2007年９月以前の件数は、証券会社と金融先物取引業者の処分件数の合計。
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暗号資産交換業者
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地域銀行等
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主要行等

外国銀行支店等

銀行代理業者

農水系統

（注２）複数の行政処分（例：業務停止命令と業務改善命令）を同時に行った場合はそれぞれ１件としている。

（注12）金融商品仲介業者（2007年９月以前は証券仲介業者）の件数は、2004年４月より証券仲介業制度が導入されたため、2004年４月からの計上となっている。
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金融商品仲介業者

投資法人


